
6広報もりや 2012.11.10

お知らせ・開催

▼
日
時　

11
月
13
・
20
・
27
日

（
毎
週
火
曜
日
）
午
後
４
時
〜

６
時
▼
内
容　

賃
金
未
払
い
や

サ
ー
ビ
ス
残
業
な
ど
の
労
働
ト

ラ
ブ
ル
に
関
す
る
電
話
相
談

▼
相
談
料　

無
料

▼
相
談
先　

茨
城
司
法
書
士
会

☎
０
２
９･

３
０
６･

６
０
０
４

（
相
談
専
用
）

と
い
う
県
名
が
用
い
ら
れ
た
こ

と
に
ち
な
み
、11
月
13
日
を「
県

民
の
日
」
と
し
て
い
ま
す
。

○
茨
城
県
の
シ
ン
ボ
ル

▼
問
合
先　

県
広
報
広
聴
課

開　
　

催

労
働
ト
ラ
ブ
ル
１
１
０
番

労
働
ト
ラ
ブ
ル
１
１
０
番

ま
す
。
預
け
た
本
人
や
家
族
で

心
当
た
り
の
あ
る
方
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
先　

横
浜
税
関
業
務
部

税
関
相
談
官
室　

☎
０
４
５
・

２
１
２
・
６
０
０
０

☎
０
２
９･

３
０
１･

２
１
２
８

http://w
w
w.pref.ibaraki.

jp/

　

地
域
の
皆
さ
ん
で
、
道
路
や

公
園
等
の
ご
み
を
収
集
し
、
市

内
美
化
に
努
め
ま
し
ょ
う
。
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
雨
天
の
場
合
は
中
止
で
す
。

は
っ
き
り
し
な
い
天
候
の
場

合
、
各
町
内
会
・
地
域
で
判

断
し
て
く
だ
さ
い
。
雨
天
で

も
ご
み
の
収
集
は
行
い
ま
す
。

○
可
燃
・
不
燃
ご
み
、
空
き
缶

は
指
定
ご
み
袋
に
、
使
用
済

み
乾
電
池
（
ボ
タ
ン
電
池
や

充
電
式
電
池
を
除
く
）
は
、

適
宜
袋
に
入
れ
て
収
集
し
て

く
だ
さ
い
。

○
環
境
美
化
の
日
以
外
に
自
治

会
等
で
清
掃
活
動
を
実
施
す

る
場
合
、
指
定
袋
の
配
布
と

ご
み
の
回
収
を
行
う
の
で
、

事
前
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
先　

市
役
所
生
活
環
境

課 

生
活
環
境
Ｇ 

内
線
１
４
３

1212
月
２
日
㈰

月
２
日
㈰

環
境
美
化
の
日

環
境
美
化
の
日

　
「
県
民
の
日
」
は
、
郷
土
の

歴
史
を
知
り
、
自
治
の
意
識
を

高
め
、
私
た
ち
の
よ
り
豊
か
な

生
活
と
県
の
躍
進
を
願
う
日
と

し
て
、
１
９
６
８
年
（
昭
和
43

年
）
に
、
県
の
条
例
に
よ
り
定

め
ま
し
た
。
１
８
７
１
年
（
明

治
４
年
）
11
月
13
日
の
県
の
統

廃
合
で
、
初
め
て
「
茨
城
県
」

1111
月月
1313
日
㈫
茨
城
県
民
の
日

日
㈫
茨
城
県
民
の
日

市のごみ排出量・資源物回収量 ９月
※ (　) は前月比　※ 9月 25 日現在人口  63,877 人
※排出量とは常総環境センターへ搬入されたごみ量を示す

種類 排出量・回収量 前年同月 １人１日
当たり

ご
み

可燃 993.03 ｔ
（▲ 85.72ｔ）1140.47 ｔ

518 ｇ
（▲28ｇ）

不燃 167.98 ｔ
（▲ 4.40 ｔ） 230.55 ｔ

88 ｇ
（＋ 1ｇ）

粗大 18.79 ｔ
（▲ 4.41 ｔ） 64.92 ｔ 10 ｇ

（▲ 2ｇ）

資
源
物

新聞 6.53 ｔ
（▲ 3.20 ｔ） 8.04 ｔ 3ｇ

（▲ 2ｇ）
雑誌・
雑がみ

46.07 ｔ
（▲ 12.44 ｔ） 45.26 ｔ 24 ｇ

（▲ 6ｇ）
ダン
ボール

33.54 ｔ
（▲ 8.24 ｔ） 39.25 ｔ 18 ｇ

（▲ 3ｇ）
古着・ 
布類

11.97 ｔ
（▲ 15.56 ｔ） 11.27 ｔ 6ｇ

（▲８ｇ）

缶 14.88 ｔ
（▲ 6.45 ｔ） 14.45 ｔ 8ｇ

（▲３ｇ）

ビン 32.15 ｔ
（▲ 10.83 ｔ） 32.36 ｔ 17 ｇ

（▲５ｇ）

ペット 14.62 ｔ
（▲ 3.44 ｔ） － 8ｇ

（▲１ｇ）
プラ
容器

32.11 ｔ
（▲ 7.15 ｔ） － 17ｇ

（▲３ｇ）

　ごみの全体量が大きく減少しました。今後
もごみの減量にご協力をお願いします。

　

税
関
で
は
、
終
戦
後
に
外
地

か
ら
引
き
揚
げ
て
こ
ら
れ
た
方

が
、
現
在
の
在
外
公
館
や
、
上

陸
時
に
税
関
な
ど
に
預
け
た
通

貨
・
証
券
な
ど
を
返
還
し
て
い

戦
後
、
引
揚
時
に
税
関
等
へ

戦
後
、
引
揚
時
に
税
関
等
へ

預
け
た
証
券
等
の
返
還

預
け
た
証
券
等
の
返
還

▲

花
「
バ
ラ
」

▲

木
「
ウ
メ
」

▼

魚
「
ヒ
ラ
メ
」

▼

鳥
「
ヒ
バ
リ
」


